
１．様式第１

指定給水装置工事事業者指定申請書

（表面）

・ 申請日の記入の有無

・ 申請者の氏名又は名称及び印の確認

・ 住所並びに代表者氏名のチェック

・ 役員の氏名

法人においては業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者

個人においては無記名

・ 事業の範囲

法人においては登記簿に記載してある目的を記入

個人においては一般建設業の許可に記載してある建設業の種類

・ 機械器具の名称、性能及び数　（別表の通り）

（裏面）

・ 当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称

・ 上記事業所の所在地

・ 事業所で選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名　（列記も可）

・ 給水装置工事主任技術者の交付番号

２．様式第２

誓約書

・ 申請日の記入の有無

・ 申請者の氏名又は名称及び印の確認

・ 住所並びに代表者氏名のチェック

３．様式第３

給水装置工事主任技術者選任 ・ 解任届出書

・ 申請日の記入の有無

・ 届出者の住所氏名及び代表者氏名の確認　（印はいる）

・ 選任、解任のチェック

・ 当該給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称

・ 上記事業所で選任、解任する給水装置工事主任技術者の氏名の確認　（但し、新宮町

　 指定給水装置工事事業者証に記入する主任技術者を確認のこと。）

・ 給水装置工事主任技術者免状の交付番号確認

・ 選任、解任の申請日のチェック

指定給水装置工事事業者の申請に関する確認事項及び提出書類



４．様式第４

指定給水装置工事事業者証交付申請書

・ 申請日の記入の有無

・ 申請者の氏名又は名称及び印の有無

・ 住所並びに代表者氏名のチェック

５．別表

指定給水装置工事事業者証交付申請書

・ 金切りのこその他の管切断用の機械器具

・ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

・ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

・ 水圧テストポンプ

６．提出書類

・ 法人・　・　・ 定款又は登記簿の謄本のコピー

給水装置工事主任技術者免状のコピー

・ 個人・　・　・ 住民票のコピー

給水装置工事主任技術者免状のコピー

７．提出書類（新規申請時も要提出）

新宮町指定給水装置工事事業者　指定（更新）時確認事項

・ 申請日の記入の有無

・ 申請者の氏名又は名称及び印の確認

・ 住所並びに代表者氏名のチェック

・ 確認事項の記入の確認

講習会の受講を証明する書類の写し

・ 講習会を受講している場合

●手数料

新規登録・更新登録の指定申請

・ 指定工事事業者指定申請手数料 5,000円

・ 指定給水装置工事事業者証交付手数料 2,000円

登録内容の変更申請

・ 指定給水装置工事事業者証交付手数料

（工事店証の記載変更が伴う場合のみ）

※　工事店証の記載変更または更新登録を申請する旧新宮町指定工事店は、工事店証の返却

合計　7,000円

2,000円


